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平成26年 5月 1日改正・施行

平成26年 6月20日改正・施行

平成26年 7月25日改正・施行

平成26年 9月22日改正・施行



根拠条文について

本書において使用した根拠条文の絡称の主なものは次のとおりである。

周年法・・・・国民年金法

厚年法・・・・厚生年金保険法

国年法附・・・国民年金法鮒貝リ

厚年法附・・・厚生年金保険法附則

自重年令・・・・国民年金法施行令

厚年令・・・・厚生年金保険法施行令

留年員0・・・・国民年金法施行規刻

厚年員0・・・・厚生年金保倹法施行規貝日

6改附・・・・国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第 95号)附員IJ

1 6改附・・・国民年金法等の一部を改正する法律(平成 16年法律第 104号)附則

例:r国年法 90条1項5号Jという表示の場合、「国民年金法第 90条第 1項第5号J

の略称である
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